
コンプライアンス　マテリアリティ

国境を越えたグローバルな企業活動が活発になる中、意図的な不正行為や犯罪だけでなく、

関係者の知識や意識の不足によるさまざまな不祥事が発生しないように、役員および従業員は

常に正しい知識と高い倫理観を持ち、また企業は、外部環境や事業特性、地域特性に基づくリ

スクを踏まえ、方針を明確化するとともに規程や仕組みを整備し、健全な風土の下で事業活動

を行う必要があります。

私たちは、「社会の公器」として、 社会から経営資源をお預かりして事業を行う以上、 正しく

会社を運営するとともに、 関係先様に対する責任をしっかりと果たさなければなりません。 法

令や社会道徳に反しないことはもちろん、私心にとらわれず、「社会のために何が正しいのか」

を常に考え、常に誠実でフェアプレーに徹した行動をすることを大切にしています。それを弛ま

ず実践することは、社会や業界、お客様の真の発展に貢献することになると考えています。

反対に、パナソニックグループとしてグローバルに幅広い事業を行う中で、コンプライアンス

違反が生じた場合、違反者個人に対する刑事罰や懲戒処分に加え、会社に対しても制裁金その

他の行政処分が課され、刑事罰その他の制裁が課されるリスクもあります。さらに、そうした違

反は、経済的損失に加え、社会やステークホルダーの皆様からの信頼の毀損、レピュテーション

上の問題につながる可能性もあります。

こうした正負の影響を十分に理解の上、当社グループでは、「経営基本方針」を体現しコンプ

ライアンスを実践しながら事業活動を進めていくため「パナソニックグループ コンプライアンス

行動基準」を定めています。 また、公正かつ自由な競争を尊重することや公務員やお取引先様

との間での贈収賄や腐敗行為を行わないことなど、コンプライアンスの実践のために各種の社

内規程等を定め、 役員および従業員一人ひとりが高い倫理観や適切な知識を持って業務を遂

行できるよう、さまざまな取り組みを実施しています。

方針

パナソニックグループの「経営基本方針」を体現し、コンプライアンスを実践しながら事業活動

を進めていく上で、当社グループ各社が果たすべき約束、および当社グループ社員一人ひとり

が果たすべき約束を定めた「パナソニックグループ コンプライアンス行動基準」 （以下「コンプライ

アンス行動基準」）を制定し、各地の社員が理解できるよう22の言語に翻訳し徹底しています。

このコンプライアンス行動基準では、そうした各約束の実践が社会やステークホルダーの皆様

にもたらすプラスの影響を、「経営基本方針」の考え方と紐づけて説くとともに、各約束に違反

した場合、 どのようなマイナスの結果が会社や個人にもたらされるかについても明確に示して

います。

コンプライアンス行動基準は、パナソニック ホールディングス株式会社（以下、PHD）の取締

役会が制定 ・ 改定し、パナソニックグループ各社に通知し、各社の取締役会の決議やその他適

切な社内手続により発効します。

 パナソニックグループ コンプライアンス行動基準

https://holdings.panasonic/jp/corporate/about/code-of-conduct.html

責任者・体制

当社グループのコンプライアンスの取り組み（贈収賄 ・ 腐敗行為防止等を含む）の責任者は、

グループ ・ ゼネラル ・ カウンセル（Group General Counsel、グループGC）の取締役/執

行役員です（2025年8月現在）。「グループコンプライアンス基本規程」では、 パナソニックグ

ループにおけるコンプライアンスに係る役割および責任を明確にしており、「グループ法務規程」

では、法務体制や役割を定めています。

「事業会社制」に基づくグループ経営体制のもと、PHDがグループ全体のコンプライアンス体

制を構築する責任を負い、グループCEOのもとで、グループGCおよびPHD法務部門がその

主たる役割を担っています。各事業会社は、自主責任経営に基づき、各事業領域におけるコン

プライアンス体制の構築と徹底の責任を負い、 事業会社CEOのもと、 事業会社の法務責任者

および傘下法務部門がその主たる役割を担っています。 また、 海外においては、 パナソニック 

オペレーショナルエクセレンス株式会社（PEX）の各海外拠点（旧、地域統括）に法務責任者およ

び法務部門を配置 ・ 設置し、地域におけるコンプライアンス徹底の役割を担っています。これら

の各法務責任者が、 グループGCのもとで事業 ・ 地域における役割を果たし、1つの法務チー

ムとしてコンプライアンス確保に向けた取り組みを行っています。

さらに、PHDおよび各事業会社の取締役会等において、 グループGCおよび各社の法務責

任者から定期的にコンプライアンスに関する取り組みの報告を行い、取締役会等からの適切な

監督を受ける体制を構築しています。

なお、PHDの執行役員および事業会社社長の報酬の評価指標のうち、 非財務項目には、 コ
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ンプライアンス徹底の取り組みが設定されています。 また、2025年度から、 当社執行役員の

あるべき行動を促し、 重大コンプライアンス事案の未然防止 ・ 発見 ・ 是正を目的に、 マルス ・

クローバック条項※1を導入いたします（適用対象は、業績連動報酬）。

※1	重大コンプライアンス事案（当社グループ全体の財務、レピュテーションまたはブランド価値に重大な悪影響を

及ぼすおそれのあるコンプライアンス事案）が発生した場合、当社グループ全体の財務諸表に重大な修正が生

じた場合に、支給済みの報酬の返還請求（クローバック）や支給予定の報酬の減額（マルス）を行うことが出来る

社内コミュニケーション・教育

社内コミュニケーション

当社グループでは、グループCEOや各事業会社のCEOはじめ、各事業場長から定期的にコン

プライアンスに関するメッセージを発信し、コンプライアンスファーストの文化を醸成しています。

また、事業会社やPEX海外等に設置した法務責任者 ・ 法務部門、コンプライアンス行動基準

順守担当役員、輸出管理責任者等や各機能部門責任者を通じて、各事業場に対して具体的なコ

ンプライアンスの取り組みを展開しています。

取り組みの主たる役割を担う法務部門においては、グローバルに法務社員が参加する「グロ

ーバル法務 ・ コンプライアンス会議」や、 グループGCの下で、 事業会社、PEX海外、PHD法

務部門の法務責任者が出席する「Direct Report Meeting」等を通じて、年度のコンプライ

アンス方針を共有しながら、様々なコンプライアンスに関する取り組みを行っています。

また、当社グループ事業に関係のある法改正、政省令、官庁通達等が発信された場合は、都

度、事業場長や、事業会社法務責任者、関連組織等に通達、連絡を行うとともに、毎四半期に、

事業部長以上の経営層に対してコンプライアンスに関するニュースレターを配信しています。

教育

当社グループでは、事業環境や当社グループ事業の変化に伴い、特定の事業分野・部門、国・

地域におけるリスクの変化や法令違反 ・ 不祥事の兆しを的確に捉える取り組みを強化し、年間

を通じて、倫理 ・ 法令順守意識のグローバルな定着とリスクへの対応力向上をめざした取り組

みを実施しています。

全従業員が順守を求められるコンプライアンス行動基準や基本的なコンプライアンスの教育 ・

啓発については、入社時、昇格時などに加え、eラーニングや各種コンプライアンス教材の提供

等を通じて、 通年で教育 ・ 研修を実施しています。 例えば、 直近では、 日本国内の役員 ・ 従業

員に対して、利益相反防止規程に関する研修と誓約の取得を順次実施しています。

また、コンプライアンス行動基準の順守 ・ 実践に向け、各事業会社、事業場、傘下子会社で任

命されるコンプライアンス行動基準順守担当役員のもと、傘下事業場におけるコンプライアンス

行動基準の教育 ・ 啓発活動を実施しています。

さらに、違反時に会社に与えるインパクトが大きい贈収賄 ・ 腐敗行為や競争法違反の分野に

ついて、分野別コンプライアンスeラーニングを開講し、リスクの高い職務に従事する取締役等

や社員等が定期的に受講できる環境を整備するとともに、 内容の理解についての確認書を受

講者から取得するなど受講対象者の受講状況の管理を進めています。

このほか、各事業会社や各PEX海外において、事業特性や地域特性を踏まえたリスクに応じ、

必要な対象者に対してコンプライアンスに関する研修を実施しています。

通報制度

当社グループは、不祥事の防止や早期解決を目的に、国内外の拠点や、お取引先様を含む社

外のステークホルダーからも通報ができるグループ統一の通報窓口として、匿名でも通報可能

な「グローバルホットライン」を設置し、32言語、24時間、365日にわたり、倫理問題、腐敗防

止、ハラスメント等を含む広いカテゴリーのコンプライアンス上の問題を受け付けています。この

ことはコンプライアンス行動基準において、通報についての責任とあわせて記載し、各種コンプ

ライアンス研修での周知や、国内外の拠点 ・ 職場でのポスターの掲示などを通じた周知に加え、

通報に関する統計情報、通報により問題解決に至った事例の紹介、利用方法、通報の受付から

最終報告までのフロー、通報に関するFAQ、通報者からの感謝の意見などを社内イントラネット

に掲載し、通報制度の運用について透明性を確保の上、従業員の利用促進を図っています。また、

お取引先様に対しても、購入先様向けCSR推進ガイドラインの中で当社の通報制度の周知を要

請するとともに、購入先様に通知するなど、お取引先様の利用促進にも取り組んでおります。

グローバルホットラインのウェブサイト上には、問題の報告に当たって必要な手続き、収集さ

れる個人データ、その他の情報の管理方法と責任の所在が明記されています。さらに、通報者

自身が、自身の申請に割り振られた報告キーとパスワードを用いて、各案件の進捗状況を随時

ウェブサイトで確認することも可能となっています。

また、 通報や苦情申立は、 必ずしもこれらの方法で行わなければならないわけではなく、 職

場における均等取り扱い、セクシュアルハラスメント ・ パワーハラスメント等の相談に関する「イ

コールパートナーシップ相談室」 （日本国内）や、取締役 ・ 執行役員による不正および職務執行

の適法性に関する「監査役通報システム」も設置しています。 上記のホットラインや窓口の設置

は、他の通報 ・ 苦情申立の仕組みを使用することを阻むものではありません。
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コンプライアンス行動基準において、「パナソニックは、 問題を報告した社員に対する報復を

決して許しません。」と定めており、通報者に対する不利益な取り扱いは固く禁止され、秘密が

守られます。 また、匿名でも通報することができます。 その趣旨を明確にするため、「通報者等

への報復行為禁止に関する規程」を定め、社内外を問わず通報者、調査協力者および調査チー

ムの従業員等への報復行為を禁止し、通報制度の適正な運営の確保を図っています。

全社の通報 ・ 調査制度の整備としては、「社内通報および調査に関する規程」を制定し、コン

プライアンス上の問題の報告 ・ 通報と、その適正な受付 ・ 調査 ・ 是正 ・ 経営層への報告等の仕

組みを定め、 運用しています。 この規程においては、 社内通報の対象となる事案や、 調査の方

法等が明確化されるとともに、当該規程の定めに従い、各事業会社において、法務 ・ 人事職能

を中心とした社内通報担当部署および責任者が明確にされています。 ホットラインへの通報や

報告、その他監査等において違反を疑われる行為を発見した場合は、速やかに社内調査を行い

ます。社内調査により違反行為の事実を確認した場合は、直ちに違反状態を解消するとともに、

真因を分析し、再発防止策の実施、必要に応じて関係者の処分を行います。

なお、 通報調査に従事する社員の調査能力の高位 ・ 平準化のため、 当社グループの通報調

査業務従事者を対象とした研修を継続的に実施しています。

2024年度は、約1,480件の通報、相談を受け、そのうち約85%が上記グローバルホット

ラインを通じたものでした。 内容としては全件のうち約67%が各種職場問題に関するもので

した（右グラフ）。これらの受け付けた通報、相談

のうち、約32％につき事実であることが確認さ

れました。また、すべての通報、相談については、

社内規程に基づき、 通報窓口が関係部門と連携

しつつ、 事実調査を行い、 事実が確認された事

案については、 是正 ・ 再発防止や必要な対応を

実施するとともに、 通報者に対してもその旨を

報告しております（本統計の対象期間は2024

年3月16日から2025年3月15日）。

 グローバルホットラインEARS

http://panasonic.ethicspoint.com/

社内外の環境や課題を踏まえ、 引き続き、 適

切に通報制度の見直しを行っていきます。

評価

当社グループでは、 ビジネスインテグリティをマテリアリティに特定しており、「重大コンプラ

イアンス違反の発生　0件」を目標として、年間の取り組みを進めています（6ページ参照）。

グループ各社での「コンプライアンス行動基準順守担当役員」の任命、 コンプライアンス行動

基準に関する教育 ・ 研修の実施、 その順守に関する誓約書の取得など、 コンプライアンス行動

基準の順守 ・ 実践状況についてPHD法務部門が毎年確認を行うとともに、確認結果は全社統

制監査の一環として、監査法人による外部監査の対象とすることで、その有効性を定期的に確

認しています。また、内部通報制度の適切な運用に向けたモニタリングの強化を図っています。

加えて、 グローバルの全従業員を対象に、「従業員意識調査」の中でコンプライアンス意識 ・

風土の浸透に関する設問を設けて調査を行っており、グループ全体、地域、組織等で経年測定

し、各組織での風土改善に役立てています。2024年度は約15万人が回答しました。

重大な違反と是正の取り組み

重大な法令、社内規程等の違反が発覚した場合は、直ちに違反行為を停止し、事実と真因を

適切に調査した上で、対応策を検討します。また、必要に応じて、取締役会への報告を行い、迅

速かつグループ横断的な対応を検討します。

2024年1月12日、パナソニック インダストリー㈱（以下、「PID」）では、同社が製造 ・ 販売

する電子材料製品において、米国の第三者安全科学機関であるUL Solutions （以下、「UL」

という）の認証登録等に関する複数の不正行為を行っていたことが判明しました。これを受け、

PIDでは、社外有識者による外部調査委員会を設置のうえ、UL認証に関する不正およびその

他の品質不正に関する調査を実施し、2024年11月1日、 外部調査委員会より受領した調査

報告書およびPID策定の再発防止策を公表しました。

詳細はリンク先をご覧ください。

 外部調査委員会　調査報告書

https://www.panasonic.com/content/dam/panasonic/jp/industry/info/20241101/report_jp_241031.pdf

 PID　「当社の品質等に関する不正行為に係る調査結果および再発防止策」

https://www.panasonic.com/content/dam/panasonic/jp/industry/info/20241101/investigation_result_and_measures_to_prevent_reoccurrence_jp.pdf

また、当社グループ全体において、品質コンプライアンス問題に関わるすべての膿を出し切り、

品質不正を根絶することを目的として、 外部法律事務所の支援を得て、 品質コンプライアンス

に関する不適切行為を対象とした徹底的な自主調査を2023年度より実施しています。

倫理的行動

21%

会計・監査 

2%

規程違反 8% 健康・安全 3%

職場問題

67%

通報・相談内容（2024年度）※2

※2	「職場問題」の定義には、ハラスメント、差別、

不満 ・ その他を含みます。「倫理的行動」の

定義には、贈賄、利益相反、詐欺 ・ 窃盗、競

争法、 品質、 情報セキュリティ、 その他倫理

的行動を含みます。

なお、 グラフ上の数値については、 四捨五

入により表記しています。
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重要なコンプライアンスリスクに対する取り組み

カルテル防止

当社グループは、過去に当局から摘発された事実を厳粛に受け止め、「カルテル防止」に取り

組んでいます。 ひとたびカルテルを起こすと、 お客様からの信頼を失うだけでなく、 高額の制

裁金や損害賠償金の支払い、 公共調達における指名停止処分等、 事業活動への様々な悪影響

が発生することから、徹底して防止に取り組んでいます。

2024年度、当社グループにおいて、反競争的行為により執行当局より法的措置は受けた例

はありません。引き続きカルテル防止に向けて徹底を図っていきます。

基本方針

カルテルや談合を防止するために以下のような基本方針を掲げて取り組んでいます。

・ 競合他社との接触は必要最低限に限るものとし、やむを得ず競合他社と接触する場合、事前

に必要な承認を取得するものとします。

・ 競合他社との間で、価格や数量等競争に関わる事項について情報交換や取り決めを行うこと

は厳に禁止します。

・ カルテルの疑いを招く行為に遭遇した場合には、異議を述べ退席するなどの行動をとるとと

もに、社内で必要な報告を行うものとします。

・ 通報制度や社内リニエンシー制度を設け、会社としての自浄能力向上に取り組むとともに、リ

スク評価に基づいた適切なモニタリングを実施し、効果的なカルテル防止体制を構築します。

公正競争コンプライアンス規程

当社グループでは、競合他社との活動全般に関し、2008年に、カルテル ・ 談合およびそれ

らの疑いを招く行為を防止することを目的とした「競合他社との活動に関する規程」を制定し、

運用してきましたが、各国競争当局の動向等を踏まえ、2025年1月、新たに「公正競争コンプ

ライアンス規程」として改定し、2025年4月以降、この新規程をグループ全従業員に適用して

おります。この規程には以下のような内容が含まれています。

＜本規程の概要＞ 

・	カルテル ・ 談合に加えて、取引先に対する再販売価格の拘束、市場支配的地位の濫用、その

他公正でない取引の方法を通じた競争制限行為が禁止される旨の基本原則。

・	製品等の販売 ・ 製造 ・ 開発 ・ 研究市場のみならず、 部材等の購買市場、 労働市場での競合

他社との活動においても、禁止される情報交換 ・ 取り決め等を明確化するとともに、競合他

社との接触前に、必要な承認を取得することを義務付け

・	本規程の順守に向けた定期的教育や監査等に関する事項

・	本規程の違反の可能性があった場合や当局から立入検査等があった場合の報告義務等

・	カルテル ・ 談合に関する社内リニエンシー制度

贈収賄・腐敗行為の防止

基本方針

当社グループでは、 公務員贈賄の防止はもとより、 接待や贈答その他形態の如何を問わず、

法令または社会倫理に反して、 利益の提供を行うこと、 また、 個人的な利益供与を受けること

を禁止してきました。 さらに、 贈収賄 ・ 腐敗行為の防止をグローバルに強化するため、2019

年7月1日付で、当社グループの全役員 ・ 従業員に適用されるグローバル全社規程として、次

の4規程を制定しました。

なお、腐敗 ・ 汚職の分野に関しては、過去3か年において当局から制裁を受けた事案はあり

ませんでした。

規程

◇「グローバル贈収賄 ・ 腐敗行為防止規程」

公務員を当事者とする賄賂を含む腐敗に加え、 取引先様との関係における腐敗行為につい

て、実際の腐敗行為または腐敗とみなされる行為を有効に防止、発見、調査および是正するこ

とを目的として制定。

ファシリテーションペイメントの定義とその禁止を定めるとともに、政治献金 ・ 寄付 ・ スポン

サーシップ、ロビイング、雇用 ・ 採用、合併 ・ 買収 ・ ジョイントベンチャー等の各項目について、

その定義と贈収賄 ・ 腐敗行為に該当する行為の禁止や贈収賄 ・ 腐敗行為防止に向けたデュー ・

ディリジェンス、法務責任者の承認が必要となる条件等を含む具体的な手続きや、支出に関す

る正確な記録維持 ・ 保管（少なくとも5年間）を定める。

◇「贈収賄 ・ 腐敗行為防止に向けた特定取引先に関するリスク管理規程」

販売仲介業者や行政サービス業者を含む第三者を介した贈収賄 ・ 腐敗行為を防止 ・ 発見 ・

調査 ・ 是正することを目的に制定。 これらの取引先様のリスクの評価 ・ 審査 ・ モニタリングや

リスク低減策に関する順守事項や手続を定める。

◇「贈収賄 ・ 腐敗行為防止に向けた贈答 ・ 接待等に関する規程」

公務員 ・ 取引先様それぞれからの、または、それぞれに対する、食事、もてなし、旅費負担を
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含む贈答 ・ 接待の提供と受入れに係る贈収賄 ・ 腐敗行為関連リスクの防止を目的として、禁止

行為を定める。

取締役や従業員等が、 贈り物、 食事、 もてなし、 旅行招待の提供を行う場合、 上長または事

業場長の事前承認を得なければならず、当該事前承認に記載すべき事項、承認の文章化、経理

責任者による証拠書類との支払い ・ 費用償還請求の調査 ・ 検証、支払い ・ 費用償還の保管（少

なくとも5年間）等、実施に当たっての具体的な手続きを定める。

◇「利益相反防止規程」

取締役や従業員等の個人的利益や社外活動が、直接または間接的に当社グループ全体の利

益と抵触している、もしくは何らかの形で、自身の事業上の決定、行為、義務、忠実性もしくは

職務遂行能力に影響を与えている場合（これらの外観を有する場合を含む）を「利益相反」とし

て定め、その防止、特定、管理および是正に関する規則に加え、具体的に利益相反に該当する

おそれがある行為を定める。

また、取締役や従業員等は、顕在化しているまたは潜在的な利益相反について、上長または

事業場長への書面による開示を行わなければならず、開示を受けた上長または事業場長は、法

務責任者と相談の上、開示された情報の評価および適切な対応策の決定を行う利益相反の開

示手続きを定める。

推進活動

「グローバル贈収賄 ・ 腐敗行為防止規程」に基づき、 贈収賄 ・ 腐敗行為リスクの高い職務に

従事する取締役 ・ 社員等を対象とした研修を実施しています。 事業会社およびPEX海外を通

じて、傘下の事業部、連結子会社により自組織内で特定された受講対象者※3は、定期的な受講

（2～ 3年程度に1回以上の頻度が目安）が義務付けられています。

※3	職務に関連し公務員との接触がある取締役等および社員等

間接的な贈収賄 ・ 腐敗行為のリスク低減を図るため、「贈収賄 ・ 腐敗行為防止に向けた特定

取引先に関するリスク管理規程」に基づき、販売仲介業者や行政サービス業者との取引に伴う

リスク デュー ・ ディリジェンス ツールおよびリスク審査プロセスを導入し運用しています。具体

的には、 新規取引に際してリスク審査およびリスク低減を行うだけでなく、 その後も、 リスクレ

ベルに応じて定められた周期に基づき、 定期的に当該取引のリスク審査を行い、 リスク低減策

の見直しを行っています。その際、トランスペアレンシー ・ インターナショナルが毎年公表してい

る腐敗認識指数（CPI）のスコア ・ 取引先種別 ・ 取引内容などに応じて、 国 ・ 地域別また取引

類型別の腐敗行為リスクを審査の過程で考慮し、リスク低減策を推進しています。

加えて調達部門においては、 購入先様と健全な関係を築き公平公正な取引を行うため、

2004年に「クリーン調達宣言」を行い、 この宣言に則った調達活動を行っています。 また、 サ

プライチェーン全体で社会的責任を果たすため、汚職 ・ 賄賂の禁止を含む「パナソニック　サプ

ライチェーンCSR推進ガイドライン」を定め、 購入先様においても順守をお願いしております。

詳細は、「責任ある調達活動」の章をご参照ください（P110～）。

また、すべてのお取引先様においても当社グループに関連する事業の実施において贈収賄 ・

腐敗行為等の不正な手段を用いることがないよう、 当社グループがお取引先様に順守いただ

きたい事項をまとめた「贈収賄 ・ 腐敗行為防止に関するガイドライン（お取引先様向け）」を策定

し、順守を要請しています。

お取引先様の皆様へ

＜贈収賄 ・ 腐敗行為防止について＞

当社グループでは、 グローバルで贈収賄 ・ 腐敗行為の防止に取り組んでおります。（詳

細は上記「贈収賄 ・ 腐敗行為の防止」をご参照ください。）

当社グループの事業に関係する全てのお取引先様におかれましても、当社グループに関

連する事業の実施において贈収賄 ・ 腐敗行為等の不正な手段を用いることがないよう、

当社グループがお取引先様に順守いただきたい事項をまとめた「贈収賄 ・ 腐敗行為防止に

関するガイドライン（お取引先様向け）」を策定いたしました。

当社グループの贈収賄規制法令の順守においては、 お取引先様のご理解 ・ ご協力が不

可欠となります。 お取引先様におかれましては、 ご理解の上、 ご徹底いただきますようお

願い申し上げます。

  「贈収賄 ・ 腐敗行為防止に関するガイドライン（お取引先様向け）」 （日本語）

https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/pdf/Guideline%20of%20Anti-bribery%20and%20Anti-
Corruption_jp.pdf

  「贈収賄 ・ 腐敗行為防止に関するガイドライン（お取引先様向け）」 （英語）

https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/pdf/Guideline%20of%20Anti-bribery%20and%20Anti-
Corruption_en.pdf

  「贈収賄 ・ 腐敗行為防止に関するガイドライン（お取引先様向け）」 （中国語）

https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/pdf/Guideline%20of%20Anti-bribery%20and%20Anti-
Corruption_cn.pdf
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監査

年に1回、 贈収賄 ・ 腐敗行為リスクに基づいて、 全事業所からコンプライアンス監査対象先

の選定をしています。 トランスペアレンシー ・ インターナショナルが毎年公開する腐敗認識指数

（CPI）の低い国 ・ 地域で事業を行っているなど、リスクが高いと想定される拠点については、

コンプライアンス監査部門において巡回で監査を実施し、年間およそ5拠点においてコンプライ

アンスに関する全社規程等の整備 ・ 運用状況を確認しています。

貿易コンプライアンス

当社グループは、コンプライアンス行動基準の中でグローバルな取引規制順守について定め

ています。また、「グローバル貿易規制 ・ 制裁法順守規程」の中で、安全保障貿易管理を含む貿

易規制や経済制裁法等の順守を定め、 さらに日本国内では「物流業務規程」および「関税法順

守規程」の中で、 物流業務の遂行において、 法令はもとより企業倫理を順守することを通じて

社会的責任を果たし、企業価値の維持向上を図るよう定めています。これらによって各国の輸

出入規制および貿易関連法令の順守など、貿易コンプライアンスを徹底しています。

日本では、貨物のセキュリティ管理と法令順守の体制が整備された事業者に対して、税関手

続きの緩和や簡素化策を提供する「AEO （Authorized Economic Operator）」制度にお

いて、税関より「特定輸出者」として承認されています。自社のみならず業務委託先についても、

物理的、人的、情報のセキュリティが確保された企業を選択することで国際物流の安全確保に

努めています。

また、 グローバルに各地域でAEO制度への参画の取り組みを推進していて、 例えば、 米国

法人のパナソニックノースアメリカ（PNA）では、「テロ防止のための税関産業界提携プログラム

（C-TPAT）」に参加しているほか、中国等においてもAEO制度参画を積極的に推進しています。

政治献金における透明性の確保

当社グループは、政治寄付を企業の社会的責任の一環と認識して行っています。 これは、経

団連の見解「民主政治を適切に維持していくためには相応のコストが不可欠であり、 企業の政

治寄付は、企業の社会貢献の一環として重要性を有する」にも沿っています。 政治寄付に当た

っては、政治資金規正法などの関連法令を順守するとともに、前述の贈収賄 ・ 腐敗行為の防止

のためのグローバル全社規程をはじめとする厳格な社内ルールを定め、 公務員への贈賄の疑

いがもたれる行為や汚職に当たる行為を禁止しています。政治寄付の実施にあたってはパナソ

ニック ホールディングス株式会社の渉外担当役員、 経理担当役員（CFO）、 人事 ・ 総務担当役

員（CHRO）等の複数の担当役員に報告 ・ 確認し、合議承認を得ることなどを規定しています。

2023年度政治献金額 ： 2,850万円（1件、日本）

※2024年度の政治献金は1件（日本国内）で、金額は2025年11月に総務省（日本）によって開示されます。

公共政策の支援については、原則として業界団体を通じて行っています。政策提言に伴うロ

ビイングに関しては、「グローバル贈収賄 ・ 腐敗行為防止規程」においてロビイングの定義や法

令 ・ 関連規程の順守について定め、 特定のロビイングが、 合理的見地から、 不適切、 非倫理的

または腐敗行為と認識され得ないことを求め、公平性、透明性の確保に努めています。

税務方針

当社グループは、事業活動を通じて社会の発展や課題解決に貢献し、その活動を通じて得ら

れた利益をベースとして、 各国の税法およびOECD等の国際機関が公表している租税に関す

るガイドラインを踏まえて、正しい納税に努めています。詳細は、下記をご参照ください。

 パナソニックグループの税務方針

https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/governance/fair-practices/tax_policy.html
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